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【年通号数】公開・登録公報2009-011
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【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ   3/60     (2006.01)
   Ｂ２３Ｑ   1/62     (2006.01)
   Ｂ２３Ｑ   1/64     (2006.01)
   Ａ６１Ｃ   3/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ   3/60    　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｑ   1/62    　　　Ａ
   Ｂ２３Ｑ   1/64    　　　Ｄ
   Ａ６１Ｃ   3/02    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月9日(2010.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端の作業部に、複数の切削刃を有する医療用切削具を製造する装置であって、前記医
療用切削具を着脱自在に保持するチャックを備えた主軸部と、該主軸部をその傾斜角度を
変更可能に保持する主軸保持部と、該主軸保持部をＸ、Ｙ軸方向に移動自在なＸＹテーブ
ルと、前記チャックに保持された医療用切削具の作業部に切削刃を形成する回転自在で円
板状の砥石とを有し、該円板状の砥石が前記Ｘ軸とＹ軸で画定されるＸＹ平面と平行な平
面内にあり、前記傾斜角度が、前記ＸＹ平面と前記医療用切削具とが交差する角度である
ことを特徴とする医療用切削具の製造装置。
【請求項２】
　前記ＸＹ平面が水平面であることを特徴とする請求項１記載の医療用切削具の製造装置
。
【請求項３】
　前記主軸部が、前記医療用切削具を所定の角度だけ回転することが可能であることを特
徴とする請求項１又は２に記載の医療用切削具の製造装置。
【請求項４】
　棒状の軸体の先端に作業部を有する医療用切削具を、前記軸体が一定の平面に対して所
定の角度だけ傾斜するように保持する工程と、前記一定の平面と平行な円板状の砥石を固
定された位置で回転する工程と、前記医療用切削具をＸ、Ｙ軸方向に移動して前記砥石に
より前記作業部に切削刃を形成する工程と、を有し、前記一定の平面が、前記Ｘ軸とＹ軸
で画定されるＸＹ平面と平行な平面であることを特徴とする医療用切削具の製造方法。
【請求項５】
　前記ＸＹ平面が水平面であることを特徴とする請求項４記載の医療用切削具の製造方法
。
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【請求項６】
　前記作業部が、ほぼ球形状であることを特徴とする請求項４又は５に記載の医療用切削
具の製造方法。
【請求項７】
　前記医療用切削具を前記ＸＹ平面内で円弧状に移動することで前記切削刃を形成するこ
とを特徴とする請求項４から６のいずれかに記載の医療用切削具の製造方法。
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